
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 28号 ＜2016年 3月 発行＞ 

 
いわてリハビリテーションセンター  
高次脳機能障がい者支援普及事業 

 

 

目次 

 

１地域支援体制整備事業の紹介 

   

２ 編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つくしがみられると、

春の訪れを感じます

ね。近所の空き地で 

探してみてはいかがで

しょうか？ 

 

 

 

 

 

 

１．地域支援体制整備事業の紹介 
 （今回は県庁障がい保健福祉課の豊間根さんから事業についてご紹介頂きます） 

 

高次脳機能障がいは外見からは障がいがあるとわかりにくく、現れる症状（注意障

害や記憶障害等）や程度によって、今までの生活を送ることが困難となり、支障が  

生じることがあります。 

高次脳機能障がいは、精神保健福祉手帳の申請が出来、（失語症など身体障がいの

重複がある方は身体障害者手帳を申請出来ます。）障害者総合支援法に基づく障害 

福祉サービスを始めとした、個々の状況に合せた保健・医療・福祉・労働関係等の様々

なサービスを利用しながら、ご本人の希望に添った生活ができるような支援が必要と

考えます。 

 

県では、住み慣れた身近な地域で相談支援が受けられ、受傷から社会復帰に至る 

までのそれぞれの段階で必要なサービスに繋がり支援が受けられように、支援に  

携わる関係機関（医療機関・福祉施設・行政機関等）の連携推進や地域の相談支援  

体制の整備を図る取組として、平成 27 年度 10 月から「高次脳機能障がい者地域  

支援体制整備事業」を開始しました。この事業は、①県内全域を対象とした、県の支

援拠点機関（いわてリハビリテーションセンター）において実施する事業と②障がい

保健福祉圏域を対象とした事業の 2つの柱で構成しています。 

特にも、②障がい保健福祉圏域を対象とした事業をご紹介します。 

 

この事業は、4 か年（平成 27 年度～30 年度）かけて県内の９つの障がい保健  

福祉圏域で順次実施する計画としています。各障がい保健福祉圏域ごとに高次脳機能

障がいに関わる相談支援の拠点「地域の支援拠点」を 1 ヶ所整備するとともに、   

地域の自立支援協議会や市町村と連携しながら相談支援体制の整備を図る取組を、 

指定一般及び指定特定相談支援事業所を運営する法人等に業務を委託し行うことと

しています。 

 

「地域の支援拠点」は、高次脳機能障がいに関わる相談窓口となり、支援に携わる

関係機関との連携のためのコーディネートの役割を担うことになります。 

平成 27年度は気仙圏域と宮古圏域で事業を実施し、地域の相談支援体制の整備を

図る取組として【参考１】のとおり「地域の支援拠点」を整備しました。また、関係

機関との連絡会やケース会議（ケース検討）の開催、支援者を対象とした研修等を  

行いました。 

 

【参考１】 

圏域 地域の支援拠点（運営法人） 電話番号 圏域内の市町村 

気仙 
地域活動支援センター星雲相談室 

（社会福祉法人大洋会） 
0192-21-1305 

大船渡市、陸前高田

市、住田町 

宮古 

相談支援事業所れいんぼー 

（NPO法人宮古圏域障がい者 

福祉推進ネット） 

0193-64-7878 
宮古市、山田町、 

岩泉町、田野畑村 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界遺産に触れる 

【ウルル カタ ジュタ国立公園】 

・ウルル＝エアーズロック 

・カタ ジュタ＝オルガ山 

✿1987 年に世界遺産登録。 

ウルルはオーストラリアのほぼ 

中心にあり地球の〈へそ〉とも 

呼ばれます。太陽の当たり方で、 

岩の色が朝陽と夕陽によってより 

赤く鮮やかに見えるそうです。 

 

 

 

 

 

 

２．編集後記 
今年度最後の「しずくいしの風」となりました。寒さが一段落し、岩手もようやく春

らしくなってきましたね。体調に一層注意しながら、新年度を迎えたいものです。来年

度も皆様からのご意見やご感想、要望をお待ちしております。どしどし下記のアドレス

までよろしくお願い致します！！ 
 

 ご意見ご感想はこちらまで メール二ュース担当（巣内・佐藤・渡辺） 

       アドレス koujinou-shien-reha@irc.or.jp  

次年度以降の実施圏域については、市町村や関係機関と協議し決めていくことにし

ており、平成 28年度実施圏域については協議中で、気仙と宮古圏域を除く【参考２】

のとおり 2カ所の圏域で実施を計画しています。 
 

【参考 2】 

計 画 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

地域の支援 

拠点の整備 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に当該事業が支援体制のイメージ図【参考３】のように関係機関が連携した 

支援やご本人・ご家族が身近な地域で相談支援を受けられる体制整備の契機となる 

こと。また相談支援体制が機能し充実させるためには、市町村を始めとした関係機関、

関係者の御理解と御協力が必要不可欠となります。 

皆様、どうぞよろしくお願いします。 
 

【参考３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

豊間根さんありがとうございました。私たち拠点機関としても、支援の輪を出来る

限り広げていきたいと思いますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い   

致します。 

２圏域 
２圏域 

 ２圏域 

３圏域 

mailto:koujinou-shien-reha@irc.or.jp

